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平成 27年分 所得税の改正のあらまし 

税 務 署 

Ⅰ 平成 27 年度の主な改正事項･･････････････････････････････････････････････････････１ページ 

Ⅱ 帰属主義への移行に関する平成 26 年度及び平成 27 年度の主な改正事項･･････････････14 ページ 

Ⅲ 平成 24 年度の改正事項のうち、平成 27 年分の所得税から適用される主なもの････････15 ページ 

Ⅳ 平成 25 年度の改正事項のうち、平成 27 年分の所得税から適用される主なもの････････16 ページ 

Ⅴ 平成 26 年度の改正事項のうち、平成 27 年分の所得税から適用される主なもの････････16 ページ 

○ この改正のあらましにおいて使用した次の省略用語は、それぞれ次に掲げる法令を示します。 

所法･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････所得税法 

所令･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････所得税法施行令 

所規･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････所得税法施行規則 

措法･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････租税特別措置法 

措令･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････租税特別措置法施行令 

措規･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････租税特別措置法施行規則 

国外送金法･････････････････････内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 

国外送金令･･･････････････内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令 

国外送金規･････････････内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則 

震災特例法･･･････････････････････････････････東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 

平成24年度改正法･･････････････････････････････････租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号) 

平成25年度改正法････････････････････････････････････････所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第５号) 

平成26年度改正法････････････････････････････････････････所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号) 

改正法･･････････････････････････････････････････････････所得税法等の一部を改正する法律(平成 27年法律第９号) 

改正所令･････････････････････････････････････････････所得税法施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第141号) 

改正所規･････････････････････････････････････所得税法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年財務省令第22号) 

改正措令･････････････････････････････････････租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成27年政令第148号) 

改正措規･･･････････････････････････････租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年財務省令第30号) 

改正国外送金規････････････････････････････内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に 

関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成27年財務省令第32号) 

○ この改正のあらましは、平成 27年４月１日現在の法令に基づいて作成しています。 

○ 国税に関する御相談・御質問は電話相談センターを御利用ください。電話相談センターの御利用は、

最寄りの税務署にお電話いただき、自動音声にしたがって番号「１」を選択してください。 

○ 国税庁では、税に関する様々な情報をホームページ【www.nta.go.jp】で提供しています。 

 

Ⅰ 平成 27年度の主な改正事項 

１ 金融・証券税制 
⑴ 未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(ジュニアＮＩＳ

Ａ)(措法 37の 14の２等)が次のとおり創設されました。 

① 非課税措置の概要 

イ 金融商品取引業者等の営業所に未成年者口座を開設している居住者等が、次に掲げる未成年者

口座内上場株式等の区分に応じそれぞれ次に定める期間内に支払を受けるべき当該未成年者口座

内上場株式等の配当等(当該金融商品取引業者等が国内における一定の支払の取扱者であるもの

に限る。)及び当該期間内に売委託等の方法により譲渡した当該未成年者口座内上場株式等の譲

渡所得等については、所得税を課さない。 

(ｲ) 非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等 当該未成年者口座に当該非課税管理勘

定を設けた日から同日の属する年の１月１日以後５年を経過する日までの間 

(ﾛ) 継続管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等 当該未成年者口座に当該継続管理勘定を
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設けた日からその未成年者口座を開設した者がその年１月１日において 20歳である年の前年

12月 31日までの間 

ロ 非課税管理勘定は、平成 28年から平成 35年までの各年(当該未成年者口座を開設している者

が、その年１月１日において 20歳未満である年及び出生した日の属する年に限る。)に設けるこ

とができることとし、毎年 80万円を上限に、新たに取得した上場株式等及び同一の未成年者口

座の他の年分の非課税管理勘定から移管される上場株式等を受け入れることができる。 

ハ 継続管理勘定は、平成 36年から平成 40年までの各年(当該未成年者口座を開設している者が

その年１月１日において 20 歳未満である年に限る。)に設けることができることとし、毎年 80

万円を上限に、同一の未成年者口座の非課税管理勘定から移管される上場株式等を受け入れるこ

とができる。 

(注) 上記ロ及びハの 80万円の上限は、新たに取得した上場株式等についてはその取得対価の額

により、非課税管理勘定から移管がされる上場株式等についてはその移管の時の価額(時価)

により判定する。 

② 未成年者口座 

イ 未成年者口座とは、居住者等(その年１月１日において 20歳未満である者及びその年中に出生

した者に限る。)が、金融商品取引業者等の営業所の長に対し、本特例の適用を受ける旨その他

一定の事項を記載した未成年者口座開設届出書に未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座

廃止通知書を添付して提出することにより平成 28年から平成 35年までの間に開設した口座(１

人につき１口座に限る。)をいう。 

ロ 未成年者口座で管理されている上場株式等につき支払を受ける配当等及び当該上場株式等を譲

渡した場合におけるその譲渡の対価に係る金銭その他の資産については、一定のものを除き、課

税未成年者口座において管理されなければならない。 

ハ 未成年者口座を開設した居住者等は、当該未成年者口座を開設した日からその居住者等がその

年３月 31日において 18歳である年(以下「基準年」という。)の前年 12月 31日までの間は、当

該未成年者口座内の上場株式等を課税未成年者口座以外の口座に移管等をすることはできない。

ただし、当該居住者等が、災害、疾病その他のやむを得ない事由(以下「災害等事由」という。)

に基因して当該未成年者口座及び課税未成年者口座内の上場株式等及び預貯金等の全てを払い出

す場合は、この限りでない。 

③ 課税未成年者口座 

イ 課税未成年者口座とは、居住者等が未成年者口座を開設している金融商品取引業者等の営業所

又は当該金融商品取引業者等の関連会社の営業所に開設した特定口座、預貯金口座又は預り金の

管理口座をいう。 

ロ 課税未成年者口座内の上場株式等及び預貯金等は、当該課税未成年者口座を開設した居住者等

の基準年の前年 12月 31日までは、原則として、当該課税未成年者口座から払い出すことはでき

ない。ただし、その預貯金等を未成年者口座若しくは課税未成年者口座における上場株式等の取

得のために払い出す場合、又は当該居住者等の災害等事由に基因して当該未成年者口座及び課税

未成年者口座内の上場株式等及び預貯金等の全てを払い出す場合は、この限りでない。 

《適用関係》 この措置は、平成 28 年１月１日以後に未成年者口座の開設の申込みがされ、同年４月

１日から当該未成年者口座に受け入れる上場株式等について適用されます (改正法附則70)。 

⑵ 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(ＮＩＳＡ)(措法37の

14)について、非課税口座に設けられる各年分の非課税管理勘定に受け入れることができる上場株式

等の取得対価の額の限度額を 120万円(改正前：100万円)に引き上げるなど、所要の改正が行われま

した。 

《適用関係》 この改正は、平成 28 年１月１日以後に設けられる非課税管理勘定について適用されま
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す(改正法附則 69)。 

⑶ 配当所得(所法 24、25)について、次の改正が行われました。 

① 配当等の範囲に、投資法人が利益を超えて投資主に分配する金額のうち、その利益を超えた額が

投資法人の計算に関する規則に規定する一時差異等調整引当額の増加額に相当する金額と同額であ

るものを追加する(所法 24①等)。 

② 配当等とみなす金額について、配当等が生ずる基因となる自己株式の取得事由から株式の併合に

反対する株主の買取請求に基づくものを除外する(所令 61①九)。 

《適用関係》 上記①の改正は、平成27年４月１日以後に支払を受けるべき配当等について適用され(改

正法附則４等)、上記②の改正は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成 27 年５

月１日)以後に生ずる事由について適用されます(改正所令附則５)。 

⑷ 上場株式等に係る配当所得の課税の特例(措法８の４)、上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例

(措法 37の 11)等の対象となる上場株式等の範囲について、次の改正が行われました。 

① 上場株式等の範囲に、特定受益証券発行信託の受益権で一定の公募により発行されたものを加え

る(措法８の４①四等)。 

② 発行する社債が特定公社債となる金融商品取引業を行う法人の範囲から、第一種少額電子募集取

扱業者を除外する(措法 37の 11②十三)。 

《適用関係》 これらの改正は、平成 28 年１月１日以後に支払を受けるべき配当等及び同日以後に行

う譲渡等について適用されます(措法８の４①、37の 11①)。 

⑸ 特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例(措法 41 の 19)の適用対象とな

る特定新規株式の範囲に、国家戦略特別区域法に規定する一定の株式会社により発行される株式

で国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律附則第１条第１号に掲げる

規定の施行の日から平成 30 年３月 31 日までの間に発行されるものが加えられました(措法 41 の

19①四)。 

 

２ 住宅・土地税制 

⑴ 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(措法 41)等の以下の措置の適用期限(平成 29 年

12月 31日)が平成 31年６月 30日まで１年６月延長されました(措法 41①等)。 

① 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除 

② 特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例 

③ 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除 

④ 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除 

⑤ 認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除 

⑥ 東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る

特例 

⑵ 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の規定により大深度地下の使用の認可を受けた事業と

一体的に施行される事業として当該認可を受けた事業に係る事業計画書に記載されたものにより設置

される施設又は工作物のうち一定のものの全部の所有を目的とする地下について上下の範囲を定めた

借地権の設定がされた場合において、その設定の対価として支払を受ける金額が、その土地の価額の

２分の１に相当する金額にその土地における地表から大深度までの距離のうちに借地権の設定される

範囲のうち最も浅い部分の深さから当該大深度までの距離の占める割合を乗じて計算した金額の 10

分の５に相当する金額を超えるときは、その設定は資産の譲渡とみなされる行為に該当し、その設定

の対価に係る所得を譲渡所得として課税することとされました(所令 79①三)。 

《適用関係》 この改正は、平成 27年４月１日以後に行う借地権の設定について適用されます(改正所

令附則６)。 
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⑶ 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法 31 の２)の

適用対象に、国家戦略特別区域法の認定区域計画に定められている特定事業又はその特定事業の実施

に伴い必要となる施設を整備する事業(これらの事業のうち、産業の国際競争力の強化又は国際的な

経済活動の拠点の形成に特に資する一定のものに限ります。)を行う者に対する土地等の譲渡で、そ

の譲渡に係る土地等がこれらの事業の用に供されるものが加えられました(措法 31の２②八の二)。 

《適用関係》 この改正は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律附則第

１条第１号に掲げる規定の施行の日以後に行う優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡

について適用されます(改正法附則 67)。 

⑷ 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の特別控除(1,500万円特別控除)(措法 34の

２)について、特定の民間住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の適用期限が３年延長され

ました(措法 34の２②三)。 

 

３ 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例等の創設 

国外転出をする場合の譲渡所得等の特例等(所法 60の２等)が次のとおり創設されました。 

⑴ 特例の概要(所法 60の２、所令 170) 

国外転出(国内に住所及び居所を有しないこととなることをいう。以下同じ。)をする居住者が、所

得税法に規定する有価証券若しくは匿名組合契約の出資の持分(以下「有価証券等」という。)を有す

る場合又は決済していないデリバティブ取引、信用取引若しくは発行日取引(以下「未決済デリバテ

ィブ取引等」という。)に係る契約を締結している場合には、その者の事業所得の金額、譲渡所得の

金額又は雑所得の金額の計算上、当該国外転出の時に、次の①又は②の場合に応じそれぞれ次の①又

は②に定める金額により当該有価証券等の譲渡又は当該未決済デリバティブ取引等の決済があったも

のとみなす。 

① 当該国外転出の日の属する年分の確定申告書の提出時までに納税管理人の届出をした場合、納税

管理人の届出をしないで当該国外転出をした日以後に当該年分の確定申告書を提出する場合又は当

該年分の所得税につき決定がされる場合には、当該国外転出の時における当該有価証券等の価額に

相当する金額又は当該未決済デリバティブ取引等の決済をしたものとみなして算出した利益の額若

しくは損失の額に相当する金額 

② 上記①に掲げる場合以外の場合には、当該国外転出の予定日の３月前の日における当該有価証券

等の価額に相当する金額又は当該未決済デリバティブ取引等の決済をしたものとみなして算出した

利益の額若しくは損失の額に相当する金額 

⑵ 特例の対象者(所法 60の２⑤) 

本特例は、次の①及び②に掲げる要件を満たす居住者について適用する。 

① 上記⑴①又は②の場合に応じそれぞれ上記⑴①又は②に定める金額の合計額が１億円以上である

者 

② 原則として、国外転出の日前 10 年以内に、国内に住所又は居所を有していた期間として一定の

期間の合計が５年超である者 

⑶ 国外転出後５年を経過する日までに帰国等をした場合の取扱い(所法 60の２⑥、153の２①) 

本特例の適用を受けるべき者が、その国外転出の日から５年を経過する日までに帰国等をした場合

において、その者が当該国外転出の時において有していた有価証券等又は契約を締結していた未決済

デリバティブ取引等で当該国外転出の時以後引き続き有しているもの又は決済をしていないものにつ

いては、上記⑴による譲渡又は決済がなかったものとすることができる。ただし、当該有価証券等又

は未決済デリバティブ取引等に係る所得の計算につきその計算の基礎となるべき事実の全部又は一部

の隠蔽又は仮装があった場合には、その隠蔽又は仮装があった事実に基づく当該所得については、こ

の限りでない。 
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この取扱いは、帰国等の日から４月を経過する日までに、更正の請求をすることにより適用を受け

ることができる。 

⑷ 納税猶予(所法 137の２、所令 266の２) 

① 国外転出をする居住者でその国外転出の時において有する有価証券等又は契約を締結している未

決済デリバティブ取引等につき本特例の適用を受けたものが、当該国外転出の日の属する年分の確

定申告書に納税猶予を受けようとする旨の記載をし、かつ、一定の事項を記載した書類を添付した

場合には、当該国外転出の日の属する年分の所得税のうち本特例により当該有価証券等の譲渡又は

未決済デリバティブ取引等の決済があったものとされた所得に係るものについては、当該国外転出

の日から５年を経過する日(同日前に帰国等をする場合には、同日とその者の帰国等の日から４月

を経過する日のいずれか早い日)まで、その納税を猶予する。 

② この納税猶予は、国外転出の時までに納税管理人の届出をし、かつ、その所得税に係る確定申告

期限までに納税猶予分の所得税額に相当する担保を供した場合に適用する。 

③ 納税猶予に係る期限は、届出により国外転出の日から 10 年を経過する日までとすることができ

る。この場合における上記⑶の取扱いは、国外転出の日から 10 年を経過する日までに帰国等をし

た場合に適用することができる。 

④ 納税猶予を受ける者は、国外転出の日の属する年分の所得税に係る確定申告期限から納税猶予に

係る期限までの間の各年の 12月 31日において有し、又は契約を締結している当該納税猶予に係る

有価証券等又は未決済デリバティブ取引等について、引き続き納税猶予を受けたい旨等を記載した

届出書(継続適用届出書)を、同日の属する年の翌年３月 15 日までに、税務署長に提出しなければ

ならない。当該届出書を提出期限までに提出しなかった場合には、その提出期限から４月を経過す

る日をもって、納税猶予に係る期限とする。 

⑤ 納税猶予に係る期限の到来により所得税を納付する場合には、当該納税猶予がされた期間に係る

利子税を納付する義務が生ずる。 

⑸ 納税猶予に係る期限までに有価証券等の譲渡等があった場合の取扱い(所法60の２⑧、137の２⑤、

153の２①②) 

① 本特例の適用を受けた者で納税猶予を受けているものが、その納税猶予に係る期限までに、本特

例の対象となった有価証券等又は未決済デリバティブ取引等の譲渡又は決済等をした場合には、そ

の納税猶予に係る所得税のうち当該譲渡又は決済等があった有価証券等又は未決済デリバティブ取

引等に係る部分については、その譲渡又は決済等があった日から４月を経過する日をもって納税猶

予に係る期限とする。この場合、これらの事由が生じた有価証券等又は未決済デリバティブ取引等

に係る種類、銘柄、数量及び納税猶予の期限が確定する所得税の金額に関する明細等を記載した書

類を、同日までに、税務署長に提出しなければならない。 

② 本特例の適用を受けた者で納税猶予を受けているものが、その納税猶予に係る期限までに、本特

例の対象となった有価証券等又は未決済デリバティブ取引等の譲渡又は決済等をした場合において、

その譲渡又は決済等に係る譲渡価額又は利益の額に相当する金額が国外転出の時に課税が行われた

額を下回るとき等は、その譲渡又は決済等があった日から４月を経過する日までに、更正の請求を

することにより、その国外転出の日の属する年分の所得金額又は所得税額の減額をすることができ

る。 

⑹ 納税猶予に係る期限が到来した場合の取扱い(所法 60の２⑩、137の２、153の２①③) 

本特例の適用を受けた者で納税猶予を受けているものが、納税猶予に係る期限の到来に伴いその納

税猶予に係る所得税の納付をする場合において、その期限が到来した日における有価証券等の価額又

は未決済デリバティブ取引等の決済による利益の額に相当する金額が国外転出の時に課税が行われた

額を下回るとき等は、その到来の日から４月を経過する日までに、更正の請求をすることにより、そ

の国外転出の日の属する年分の所得金額又は所得税額の減額をすることができる。 
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⑺ 二重課税の調整(所法 60の４、95の２、所令 226の２) 

① 居住者が本特例に相当する外国の法令の規定(以下「外国転出時課税の規定」という。)の適用

を受けた有価証券等又は未決済デリバティブ取引等の譲渡又は決済をした場合における事業所得

の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その外国転出時課税の規定により

課される外国所得税の額の計算において収入金額に算入することとされた金額を当該有価証券等

の取得に要した金額とし、又は当該未決済デリバティブ取引等の決済損益額から当該外国所得税

の額の計算において算出された利益の額若しくは損失の額に相当する金額の減算若しくは加算を

する。 

② 本特例の適用を受けた者で納税猶予を受けているものが、その納税猶予に係る期限までに本特

例の対象となった有価証券等又は未決済デリバティブ取引等の譲渡又は決済等をした場合におい

て、その所得に係る外国所得税を納付することとなるとき(当該外国所得税に関する法令におい

て、当該外国所得税の額の計算に当たって本特例の適用を受けたことを考慮しないものとされて

いる場合に限る。)は、当該外国所得税を納付することとなる日から４月を経過する日までに、

更正の請求をすることにより、当該外国所得税の額のうち当該有価証券等又は未決済デリバティ

ブ取引等の譲渡又は決済等により生ずる所得に対応する部分の金額として計算した金額は、その

者が国外転出の日の属する年において納付することとなるものとみなして、外国税額控除を適用

することができる。 

⑻ 贈与、相続又は遺贈により非居住者に有価証券等が移転する場合の特例(所法 60の３、137の３、

153の３) 

次に掲げる要件を満たす居住者が有する有価証券等又は締結している未決済デリバティブ取引等に

係る契約が、贈与、相続又は遺贈(以下「贈与等」という。)により非居住者に移転した場合には、そ

の者の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上、その贈与等の時に、その時にお

ける当該有価証券等の価額に相当する金額又は当該未決済デリバティブ取引等の決済をしたものとみ

なして算出した利益の額若しくは損失の額に相当する金額により、当該有価証券等の譲渡又は未決済

デリバティブ取引等の決済があったものとみなす。 

① その贈与等の時において有している有価証券等及び契約を締結している未決済デリバティブ取引

等のその贈与等の時における有価証券等の価額並びに未決済デリバティブ取引等の決済をしたもの

とみなして算出した利益の額又は損失の額に相当する金額の合計額が１億円以上である者 

② 原則として、その贈与等の日前 10 年以内に、国内に住所又は居所を有していた期間として一定

の期間の合計が５年超である者 

《適用関係》 この特例(上記⑺①を除きます。)は、平成 27 年７月１日以後に国外転出をする場合又は

同日以後の贈与等について適用され、上記⑺①の特例は、平成 27 年７月１日以後に国外転

出に相当する事由等が生ずる場合について適用されます(改正法附則７～９)。 

 

４ 財産債務明細書の見直し 

財産債務明細書(旧所法 232)について、次の改正が行われ、新たに財産債務調書(国外送金法６の２等)

として整備されました。 

⑴ 提出基準の見直し(国外送金法６の２①) 

改正前の提出基準である「その年分の所得金額が 2,000万円超であること」に加え、かつ、「その

年の 12月 31日において有する財産の価額の合計額が３億円以上であること、又は、同日において有

する国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の対象資産の価額の合計額が１億円以上であること」を

提出基準とする。 

⑵ 記載事項の見直し(国外送金令 12の２、国外送金規 15) 

改正前の記載事項である「財産の種類、数量及び価額」のほか、財産の所在、有価証券の銘柄等、
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国外財産調書の記載事項と同様の事項の記載を要することとする。 

財産の評価については、原則として「時価」とし、「見積価額」とすることもできることとする。

また、有価証券等については、取得価額の記載も要することとする。 

⑶ 過少申告加算税等の特例(国外送金法６の３) 

財産若しくは債務に係る所得税(以下「財産債務に係る所得税」という。)又は財産に対する相続税

について修正申告等があった場合の過少申告加算税又は無申告加算税について、次の措置を設ける。 

① 財産債務調書の提出がある場合の過少申告加算税等の軽減 

財産債務に係る所得税又は財産に対する相続税について修正申告等があった場合において、提出

された財産債務調書に当該修正申告等の基因となる財産又は債務についての記載があるときは、過

少申告加算税又は無申告加算税の額は、通常課されるこれらの加算税額から当該過少申告加算税又

は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(当該修正申告等の基因となる財産又は債務に係

るものに限る。②において同じ。)の 100分の５に相当する金額を控除した金額とする。 

② 財産債務調書の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重 

財産債務に係る所得税について修正申告等があった場合において、財産債務調書の提出がないと

き、又は提出された財産債務調書に当該修正申告等の基因となる財産若しくは債務についての記載

がないとき(重要なものの記載が不十分と認められるときを含む。)は、過少申告加算税又は無申告

加算税の額は、通常課されるこれらの加算税額に、当該過少申告加算税又は無申告加算税の額の計

算の基礎となるべき税額の 100分の５に相当する金額を加算した金額とする。 

⑷ その他 

① 財産債務調書の提出に関する調査に係る質問検査権の規定を整備する(国外送金法７)。 

② 改正前の財産債務明細書と同様、国外財産調書に記載した国外財産については、財産債務調書へ

の内容の記載は要しないこととする(国外送金法６の２②)。 

《適用関係》 これらの改正は、平成 28 年１月１日以後に提出すべき財産債務調書について適用されま

す(改正法附則 101等)。 

 

５ 日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化 

日本国外に居住する親族に係る扶養控除等について、次の改正が行われました。 

⑴ 親族関係書類及び送金関係書類の添付等の義務化(所法 120③二等) 

確定申告において、非居住者である親族(以下「国外居住親族」という。)に係る扶養控除、配偶者

控除、配偶者特別控除又は障害者控除の適用を受ける居住者は、親族関係書類及び送金関係書類を確

定申告書に添付し、又は確定申告書の提出の際に提示しなければならないこととする。ただし、下記

⑵又は⑶により添付し、又は提示したこれらの書類については、添付又は提示を要しないこととする。 

⑵ 源泉徴収における親族関係書類の提出等の義務化(所法 185等) 

給与等又は公的年金等の源泉徴収において、国外居住親族に係る扶養控除、配偶者控除又は障害者

控除(以下「扶養控除等」という。)の適用を受ける居住者は、親族関係書類を扶養控除等申告書等に

添付し、又はその申告書等の提出の際に提示しなければならないこととする。 

⑶ 年末調整における送金関係書類等の提出等の義務化(所法 190等) 

給与等の年末調整において、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける居住者は、送金関係書

類を扶養控除等申告書に添付し、又はその申告書の提出の際に提示しなければならないこととし、国

外居住親族に係る配偶者特別控除の適用を受ける居住者は、親族関係書類及び送金関係書類を配偶者

特別控除申告書に添付し、又はその申告書の提出の際に提示しなければならないこととする。 

(注１) 上記の「親族関係書類」とは、次の①又は②のいずれかの書類(当該書類が外国語で作成されて

いる場合にはその翻訳文を含む。)で、その国外居住親族がその居住者(納税者)の親族であること

を証するものをいう(所規 47の２④)。 
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① 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及びその国外居住親族の旅券の

写し 

② 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(その国外居住親族の氏名、生年月日及び住

所又は居所の記載があるものに限る。) 

(注２) 上記の「送金関係書類」とは、その年における次の①又は②の書類(当該書類が外国語で作成さ

れている場合にはその翻訳文を含む。)で、その国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための

支払を、必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいう(所規 47の２⑤)。 

① 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりその居住者(納税者)から

その国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類 

② いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、そのクレジットカード発行会社が

交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等及びその商品等の購入等

の代金に相当する額をその居住者(納税者)から受領したことを明らかにする書類 

《適用関係》 これらの改正は、平成 28年分以後の所得税について適用されます(改正法附則 10等)。 

 

６ 事業所得関係等 

⑴ 試験研究を行った場合の所得税額の特別控除(措法 10)について、次の改正が行われました。 

① 試験研究費の総額に係る特別税額控除制度及び中小企業技術基盤強化税制について、特別税額控

除の適用を受けることができる限度額をその年分の調整前事業所得税額の 100分の 25(改正前：100

分の 20)相当額に引き上げる(措法 10①②)。 

② 特別試験研究費の額に係る特別税額控除制度について、青色申告書を提出する事業者の各年分

において特別試験研究費の額がある場合には、次の金額の合計額の特別税額控除ができる措置と

する。ただし、特別税額控除額については、その年分の調整前事業所得税額の 100分の５相当額

を限度とする(措法 10③、措令５の３④)。 

イ 特別試験研究費の額のうち特別試験研究機関等と共同して行う試験研究又は特別試験研究機関

等に委託する試験研究に係る試験研究費の額の 100分の 30相当額 

ロ 特別試験研究費の額のうち上記イ以外のものの 100分の 20相当額 

なお、この措置の対象となる特別試験研究費の額には、試験研究費の総額に係る特別税額控除制

度及び中小企業技術基盤強化税制における特別税額控除額の計算の基礎となった特別試験研究費の

額を含めないこととする。 

③ 特別試験研究費の範囲に、特定中小企業者等から知的財産権の設定又は許諾を受けて行う試験研

究等を加える(措法 10⑥五、措令５の３⑨)。 

④ 繰越税額控除限度超過額に係る特別税額控除制度及び繰越中小企業者税額控除限度超過額に係

る特別税額控除制度を廃止する(旧措法 10③⑤)。 

《適用関係》 これらの改正は、平成 28年分以後の所得税について適用されます(改正法附則 57①)。 

⑵ エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除(措法 10の

２)におけるその取得価額から普通償却限度額を控除した金額まで特別償却(即時償却)ができる措置

について、対象資産から太陽光の利用に資する機械その他の減価償却資産が除外された上で、その適

用期限が１年延長されました(措法 10の２①⑥、措令５の４①)。 

《適用関係》 この改正は、平成 27 年４月１日以後に取得等をする特定エネルギー環境負荷低減推進

設備等について適用されます(改正法附則 59)。 

⑶ 地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除(措法

10 の４、措令５の５の２)が創設され、青色申告書を提出する事業者で地域再生法の一部を改正す

る法律の施行の日から平成 30年３月 31日までの間に地方活力向上地域特定業務施設整備計画につ

いて認定を受けた者が、その認定を受けた日から同日の翌日以後２年以内に、地方活力向上地域内
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において、その認定を受けた地方活力向上地域特定業務施設整備計画に記載された地域再生法の特

定業務施設に該当する建物等及び構築物で、一定の規模以上のものの取得等をして、その事業の用

に供した場合には、その取得価額の 100 分の 15(その地方活力向上地域特定業務施設整備計画が移

転型計画である場合には、100 分の 25)相当額の特別償却とその認定の日が次の期間のいずれに含

まれるかに応じそれぞれ次の金額の特別税額控除との選択適用ができることとされました。ただし、

特別税額控除額については、その年分の調整前事業所得税額の 100 分の 20 相当額が限度とされて

います。 

① 地域再生法の一部を改正する法律の施行の日から平成 29年３月31日までの期間 その取得価額

の 100 分の４(その地方活力向上地域特定業務施設整備計画が移転型計画である場合には、100 分

の７)相当額 

② 平成 29年４月１日から平成 30年３月 31日までの期間 その取得価額の 100分の２(その地方活

力向上地域特定業務施設整備計画が移転型計画である場合には、100分の４)相当額 

⑷ 雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除(措法 10 の５)について、次の改正が行われまし

た。 

① 青色申告書を提出する事業者で地域再生法の認定事業者であるものが、地域再生法の一部を改

正する法律の施行の日から平成 30年３月 31日までの間に地方活力向上地域特定業務施設整備計

画の認定を受けた場合のその認定を受けた日の属する年以後３年内の各年において、改正前の措

置の適用要件のうち基準雇用者割合が 100 分の 10 以上であることなどの要件以外の要件を満た

す場合で一定の事業を行っているときは、20 万円(改正前の措置の適用要件の全てを満たす場合

には、50万円)に地方事業所基準雇用者数(その地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って

地方活力向上地域において整備した地域再生法の特定業務施設のみをその事業者の事業所とみな

した場合における基準雇用者数をいう。)を乗じて計算した金額の特別税額控除ができることと

する。ただし、特別税額控除額については、改正前の措置及び上記⑶の特別税額控除措置と合計

してその年分の調整前事業所得税額の 100分の 30相当額を限度とする(措法 10の５②)。 

② 青色申告書を提出する事業者で地域再生法の認定事業者であるもののうち、上記①の措置の適

用を受ける又は受けたものが、その適用を受ける年以後の各年(基準雇用者数又は地方事業所基

準雇用者数が零に満たない年以後の各年を除く。)において一定の事業を行っている場合には、

30 万円に地方事業所特別基準雇用者数(一定の集中地域から特定業務施設を地方活力向上地域に

移転して整備する事業に関する地方活力向上地域特定業務施設整備計画について認定を受けた事

業者のその年以前の各年のうち、その認定を受けた日の属する年以後の各年のその地方活力向上

地域特定業務施設整備計画に従って地方活力向上地域に移転して整備した特定業務施設のみをそ

の事業者の事業所とみなした場合における基準雇用者数の合計数)を乗じて計算した金額の特別

税額控除ができることとする。ただし、特別税額控除額については、改正前の措置及び上記①の

措置並びに上記⑶の特別税額控除措置と合計してその年分の調整前事業所得税額の 100 分の 30

相当額を限度とする(措法 10の５③)。 

《適用関係》 これらの改正は、地域再生法の一部を改正する法律の施行の日の属する年分以後の所得

税について適用されます(改正法附則 61)。 

⑸ 特定中小事業者が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除(措法 10の５の

２)について、対象となる事業者から認定経営革新等支援機関等が除外され、対象設備が経営の改善

に資する資産に限定された上で、その適用期限が２年延長されました(措法 10の５の２①)。 

《適用関係》 この改正は、平成 27 年４月１日以後に取得等をする経営改善設備について適用されま

す(改正法附則 63)。 

⑹ 雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除(措法 10 の５の３)について、雇用者給

与等支給増加額に係る要件である基準雇用者給与等支給額に対する割合につき、次に掲げる場合の区
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分に応じ、それぞれ次に定める割合とする改正が行われました(措法 10の５の３①②)。 

① 適用年が平成 29年である場合 100分の４(中小事業者である場合には、100分の３) 

② 適用年が平成 30年である場合 100分の５(中小事業者である場合には、100分の３) 

⑺ 特定設備等の特別償却(措法 11)のうち、船舶の特別償却について、対象となる船舶の範囲から総ト

ン数１万トン未満の外航船舶が除外され、償却割合が 100 分の 18 となる外航船舶が、事業の経営の

合理化及び環境への負荷の低減に資する外航船舶で日本船舶に該当するものとされました(措法 11①

二、措令５の８③)。 

《適用関係》 この改正は、平成 27年４月１日以後に取得等をする外航船舶について適用されます(改

正法附則 64①、改正措令附則 13①)。 

⑻ 特定地域における工業用機械等の特別償却(措法 12)について、次の改正が行われました。 

① 振興山村に係る措置について、山村振興法の改正に伴い、青色申告書を提出する事業者が、一定

の期間内に、振興山村として指定された地区のうち産業の振興のための取組が積極的に促進される

地区においてその地区内で生産されたものを原料等とする製造業等の事業の用に供する一定の設備

の取得等をする場合に、その取得等をした設備をその地区内においてその事業の用に供したときは、

その設備を構成するもののうち産業振興機械等につき、５年間、普通償却限度額の 100分の 24(建

物等及び構築物については、100 分の 36)相当額の割増償却ができる措置に改組し、その適用対象

期間を特定振興山村計画の計画期間の初日から平成 29年３月 31日までとする(措法 12①③四、措

令６の３⑫四)。 

② 半島振興対策実施地域に係る措置について、半島振興法の改正に伴い、半島振興対策実施地域の

うち産業の振興のための取組が積極的に促進される地区に係る措置とした上で、その適用対象期間

を認定半島産業振興促進計画の計画期間の初日から平成 29 年３月 31 日までとする(措法 12③一、

措令６の３⑫一)。 

③ 離島振興対策実施地域に係る措置、奄美群島に係る措置及び過疎地域に係る措置について、その

適用期限を２年延長する(措法 12③二・三、措令６の３①⑫二・三)。 

《適用関係》 これらの改正は、平成 27 年４月１日以後に取得等をする産業振興機械等について適用

されます(改正法附則 64④)。 

⑼ 医療用機器の特別償却(措法 12 の２)について、対象資産から医療の安全の確保に資する機械装置

及び器具備品が除外された上で、その適用期限が２年延長されました(措法 12の２①)。 

《適用関係》 平成 27 年４月１日前に取得等をした医療の安全の確保に資する機械装置及び器具備品

については、従前どおりとされています(改正法附則 64⑦)。 

⑽ 次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の次世代育成支援対策資産の割増償却(措法

13の２)について、次の改正が行われた上で、その適用期限が３年延長されました。 

① 対象資産を一般事業主行動計画に記載された建物、建物附属設備、車両運搬具及び器具備品で、

次世代育成支援対策に資する一定のものとする(措法 13の２①、措令６の６②④)。 

② 償却割合(改正前：100 分の 32)について、次の資産の区分に応じそれぞれ次の割合とする(措法

13の２①)。 

イ 建物及び建物附属設備 100分の 24(その一般事業主行動計画が常時雇用する労働者数 100人

以下の一般事業主により届出をされたものである場合には、100分の 32) 

ロ 車両運搬具及び器具備品 100 分の 18(その一般事業主行動計画が常時雇用する労働者数 100

人以下の一般事業主により届出をされたものである場合には、100分の 24) 

③ 青色申告書を提出する事業者が、次世代育成支援対策推進法の特例基準適合認定を受けた場合

には、その特例基準適合認定を受けた日の属する年以後３年以内の各年の 12月 31日において有

する対象資産で事業の用に供されているものについて、その普通償却限度額の 100 分の 15(車両

運搬具及び器具備品については、100 分の 12)相当額の割増償却ができる措置を設ける(措法 13



 

 - 11 - 

の２①)。 

《適用関係》 これらの改正は、平成 27 年４月１日以後に基準適合認定等を受ける個人が同年以後の

各年の 12 月 31 日において有する次世代育成支援対策資産について適用されます(改正法

附則 64⑨)。 

⑾ 特定都市再生建築物等の割増償却(措法 14 の２)について、次のとおり見直しが行われた上で、そ

の適用期限が２年延長されました。 

① 都市再生特別措置法の認定計画に基づく都市再生事業により整備される建築物に係る措置につい

て、都市再生緊急整備地域のうち特定都市再生緊急整備地域以外の地域内において行われる都市再

生事業により整備される建築物の償却割合を 100分の 30(改正前：100分の 40)に引き下げる(措法

14の２①)。 

② 都市再開発法の市街地再開発事業によって建築される建築物に係る措置を除外する(旧措法14の

２②一)。 

③ 雨水貯留浸透利用施設に係る措置について、下水道法の改正に伴い、対象区域を同法の浸水被害

対策区域とし、対象施設から雨水の地下への浸透を図るための構築物を除外する(措法 14 の２②

三)。 

《適用関係》 これらの改正は、平成 27 年４月１日以後に取得等をする特定都市再生建築物等につい

て適用されます(改正法附則 64⑩)。 

⑿ 倉庫用建物等の割増償却(措法 15)について、対象となる倉庫用建物等の面積要件及び容積要件が引

き上げられた上で、その適用期限が２年延長されました(措法 15①、措令８②)。 

《適用関係》 この改正は、平成 27 年４月１日以後に取得等をする倉庫用建物等について適用されま

す(改正措令附則 13⑦)。 

⒀ 農業経営基盤強化準備金(措法 24 の２)について、対象となる事業者に認定新規就農者である個人

が加えられるなど、所要の措置が講じられた上で、その適用期限が２年延長されました(措法 24の２

①、措規９の３①)。 

《適用関係》 この改正は、平成 27年分以後の所得税について適用されます(改正法附則 54)。 

⒁ 農用地等を取得した場合の課税の特例(措法 24 の３)について、対象となる特定農業用機械等が機

械装置、器具備品、一定の農業用施設である建物等、構築物及びソフトウエアとされました(措法 24

の３①)。 

《適用関係》 この改正は、平成 27 年４月１日以後に取得等をする特定農業用機械等について適用さ

れます(改正法附則 65)。 

⒂ 特定の事業用資産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例(措法 37、37 の４)における長期所有

の国内にある土地、建物等から国内にある土地、建物、機械装置等への買換えについて、次の改正が

行われた上で、その適用期限が平成 29年３月 31日まで延長されました(措法 37①⑨、37の４①)。 

① 買換資産から機械装置を除外する。 

② 地域再生法の集中地域以外の地域から集中地域への買換えに係る課税の繰延べ割合を 100 分の

75（特定業務施設の集積の程度が特に著しく高い集中地域への買換えの場合には、100分の 70）（改

正前：100分の 80）に引き下げる。 

《適用関係》 上記①の改正は、平成 27 年１月１日以後に譲渡資産の譲渡をし、かつ、同日以後に買

換資産を取得する場合について適用され、上記②の改正は、地域再生法の一部を改正する

法律の施行の日以後に譲渡資産の譲渡をし、かつ、同日以後に買換資産を取得する場合に

ついて適用されます(改正法附則 67)。 

⒃ 一括評価貸金に係る貸倒引当金(所法 52)における実質的に債権とみられない金額の計算について、

基準年実績による簡便法を用いる場合の基準年が平成 27年及び平成 28年(改正前：平成 10年及び平

成 11年)に改正されました(所令 145②)。 
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《適用関係》 この改正は、平成 27年分以後の所得税について適用されます(改正所令附則７①)。 

⒄ 特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例(措法 28)について、適用対象から独立行政法人

農畜産業振興機構の業務に係る基金に充てるための負担金が除外されました(措令 18の４②)。 

《適用関係》 平成 27 年４月１日前に支出した独立行政法人農畜産業振興機構の業務に係る基金に充

てるための負担金については、従前どおりとされています(改正措令附則 14)。  

⒅ 次に掲げる租税特別措置について、所要の経過措置が設けられた上で、廃止することとされました。 

① 試験研究を行った場合の所得税額の特別控除の特例(旧措法 10の２) 

《適用関係》 平成 27 年分以前の所得税について適用される特別控除の特例については、従前どお

りとされています(改正法附則 58)。 

② 国内の設備投資額が増加した場合の機械等の特別償却又は所得税額の特別税額控除(旧措法10の

５の２) 

《適用関係》 平成 27 年以前の各年において取得等をした生産等資産については、従前どおりとさ

れています(改正法附則 62)。 

③ 特定農産加工品生産設備の特別償却(措法 11 の３)における新用途米穀加工品等製造設備に係る

措置(旧措法 11の３②) 

《適用関係》 平成 27 年４月１日前に取得等をした新用途米穀加工品等製造設備については、従前

どおりとされています(改正法附則 64②)。 

④ 支援事業所取引金額が増加した場合の３年以内取得資産の割増償却(旧措法 13の２) 

《適用関係》 平成 27年以前の各年に支援事業所取引金額がある場合において 12月 31日に有する

３年以内取得資産については、従前どおりとされています(改正法附則 64⑧)。 

⒆ 福島再開投資等準備金制度(震災特例法 11の３の２)の創設 

福島復興再生特別措置法の改正に伴い、避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の認定を受け

た事業者が、その認定に係る避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された避難解除等区

域復興再生推進事業を実施するために必要な資金の調達に要する期間（以下「積立期間」といいま

す。）内の日を含む各年において、その避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る避難解除

等区域復興再生推進事業の用に供する施設又は設備の新設、増設、更新又は修繕に要する費用の支

出に充てるため、その避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載されたその支出に充てるた

めに積み立てる資金の総額の２分の１相当額以下の金額を福島再開投資等準備金として積み立てた

ときは、その積み立てた金額は、その年分の必要経費に算入できる措置が創設されました。 

この準備金は、企業立地促進区域において機械等を取得した場合の特別償却制度の適用を受ける

場合にはその適用を受ける特定機械装置等の特別償却実施額に相当する金額を取り崩すほか、その

積立期間の末日の翌日以後２年を経過する日の属する年(以下「基準年」といいます。)の翌年分か

ら３年間でその基準年の 12月 31日における準備金残高の均等額を取り崩して、総収入金額に算入

することとされています(震災特例法 11の３の２③④)。 

これに伴い、福島再開投資等準備金を積み立てている事業者の積立期間の末日の翌日以後２年を

経過する日が、その避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された避難解除等区域復興再

生推進事業に係る事務所等の所在する避難解除区域等に係る企業立地促進計画の提出のあった日又

は避難指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後５年を経過する日より後である場合には、

その事業者に係る企業立地促進区域において機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制

度の適用期間の末日は、その積立期間の末日の翌日以後２年を経過する日とされました。ただし、

その５年を経過する日後に取得等をした特定機械装置等については、一定の規模以上のものに限り、

この制度が適用できることとされています(震災特例法 11の３の２⑪)。 
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７ その他 

⑴ 不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律により新設された課徴金及び延滞金を納付す

る場合において、その納付した金額は、必要経費に算入しないこととされました(所法 45)。 

《適用関係》 この改正は、不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律の施行の日以後に行

われた行為に係る課徴金及び延滞金について適用されます(改正法附則６)。 

⑵ 山林所得に係る森林計画特別控除(措法 30 の２)について、山林の伐採又は譲渡に係る収入金額が

2,000万円を超える者の 2,000万円を超える部分(改正前：3,000万円を超える者の 3,000万円を超え

る部分)の控除率が 10％とされた上で、その適用期限が３年延長されました(措法 30の２①②)。 

《適用関係》 この改正は、平成 28 年分以後の所得税について適用されます(改正法附則 66)。 

⑶ 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法 31 の３)など、その適用の際に、確

定申告書等に住民票の写し等を添付することとされている次の特例について、一定の場合を除き、そ

の添付を要しないこととされました(措規 13の４等)。 

① 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例 

② 居住用財産の譲渡所得の特別控除 

③ 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例 

④ 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除 

⑤ 特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例 

⑥ 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除 

⑦ 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除 

⑧ 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除 

⑨ 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除 

⑩ 認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除 

《適用関係》 この改正は、平成 28年分以後の所得税について適用されます(改正措規附則８)。 

⑷ 居住者に係る特定子会社等の課税対象金額等の総収入金額算入制度(措法 40 の４)について、特定

外国子会社等に該当することとされる著しく低い租税負担割合の基準が 20％未満(改正前：20％以下)

に変更されるなど、所要の改正が行われました(措令 25の 19①等)。 

《適用関係》 この改正は、外国関係会社の平成 27 年４月１日以後に開始する事業年度における特定

外国子会社等の判定等について適用されます(改正措令附則 27)。 

⑸ 「簡素な給付措置(臨時福祉給付金)」及び「子育て世帯に対する臨時特例給付措置」として給付さ

れる給付金について、引き続き所得税を課さないこととされました(措法 41の８)。 

⑹ 公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除(措法 41の 18の３)について、その実績判

定期間にその設置する特定学校等の定員が 5,000 人に満たない事業年度(以下「特定事業年度」とい

います。)を有する学校法人又は社会福祉法人に係るいわゆるパブリック・サポート・テストの絶対

値要件について、次の改正が行われました(措令 26の 28の２)。 

① 実績判定期間内の判定基準寄附者数が年平均 100 人以上とする要件の当該判定基準寄附者数は、

特定事業年度における判定基準寄附者数に5,000を乗じてこれを当該定員等の総数で除して計算す

る。 

② 実績判定期間内の各事業年度における当該判定基準寄附者からの寄附金の額の総額に 12 を乗じ

てこれを当該実績判定期間の月数で除して得た金額が 30万円以上であることを要件に加える。 

(注) 上記の「特定学校等」とは、学校、幼保連携型認定こども園、専修学校及び各種学校、障害児

通所支援事業(児童発達支援、医療型児童発達支援又は放課後等デイサービスを行う事業に限る。)

等が行われる施設又は保育所等をいう。 

《適用関係》 この改正は、平成 27年分以後の所得税について適用されます(改正措令附則２)。 

⑺ 所得税法及び租税特別措置法等の規定による本人確認の方法について、次の改正が行われました。 
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① 次の場合の本人確認の方法について、本人確認書類の提示に代えて、その個人の署名用電子証明

書その他の電磁的記録を送信する方法によることができることとする(所法 10等)。 

イ 利子等又は配当等を受領する場合 

ロ 特定口座開設届出書等を提出する場合 

ハ 国外送金等に係る告知書を提出する場合 

《適用関係》 上記イの改正は、平成 28 年１月１日以後に支払の確定する利子等又は配当等につい

て適用され、上記ロ及びハの改正は、同日以後に特定口座開設届出書等を提出する場合

等について適用されます(改正法附則３等)。 

② 本人確認書類の範囲に、官公署等から発行された書類で金融機関等に提示する日前６月以内に作

成されたもの(有効期間等があるものにあっては、提示する日において有効なもの)を加える(所規

７③八等)。 

《適用関係》 この改正は、平成 27年４月１日以後に提示する書類について適用されます(改正所規

附則２等)。 

⑻ 生命保険契約等の一時金の支払調書等(所法 225)について、保険契約の契約者変更があった場合に

は、保険金等の支払時の契約者の払込保険料等を記載することとされました(所規別表第５(11)等)。 

《適用関係》 この改正は、平成 30 年１月１日以後に支払の確定する生命保険金等で同日以後に契約

者の変更が行われるものについて適用されます(改正所規附則 17、18) 

⑼ 国外財産調書(国外送金法５)について、当該調書の提出者が財産債務調書の提出基準を満たす場合

には有価証券等の取得価額が記載事項に加えられるなど、所要の改正が行われました(国外送金規別

表第１・別表第２)。 

《適用関係》 この改正は、平成28年１月１日以後に提出すべき国外財産調書について適用されます(改

正国外送金規附則１)。 

 

Ⅱ 帰 属 主 義 へ の 移 行 に 関 す る 平 成 2 6 年 度 及 び 平 成 2 7 年 度 の 主 な 改 正 事 項 

国際課税原則の帰属主義への見直しの観点から、平成 26年度及び平成 27年度の税制改正により、非

居住者等に対する課税原則について、次の改正が行われました。 

１ 非永住者の課税所得の範囲(所法７①) 

非永住者の課税所得の範囲を、国外源泉所得以外の所得及び国外源泉所得で国内において支払われ、

又は国外から送金されたものとする。 

２ 国内源泉所得(所法 161) 

平成 26 年度税制改正前の国内において行う事業から生ずる所得に代えて恒久的施設帰属所得を国

内源泉所得の一つとする。 

なお、恒久的施設帰属所得は、恒久的施設が非居住者から独立して事業を行う事業者であるとした

ならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設と当該非居住者の事業場等との間の内部取引

その他の状況を勘案して、当該恒久的施設に帰せられるべき所得とする。 

３ 非居住者に対する課税の方法(所法 164) 

非居住者に対して課する所得税の額は、非居住者の有する国内源泉所得の種類に応じて、①居住者

の課税標準及び所得税の額の計算に準じて計算した金額(以下「総合課税に係る所得税の額」という。)

及び②他の所得と分離してその国内源泉所得に一定の税率を乗じて計算した金額(以下「分離課税に

係る所得税の額」という。)とする。 

４ 総合課税に係る所得税の額の計算(所法 164①、165) 

非居住者の総合課税に係る所得税の額の計算は、次に掲げる非居住者の区分に応じそれぞれ次に定
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める国内源泉所得について、居住者に係る所得税の課税標準、税額等の計算の規定に準じて計算した

金額とする。 

⑴ 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源泉所得 

① 恒久的施設帰属所得 

② 総合課税の対象となる国内源泉所得(①を除く。) 

⑵ 恒久的施設を有しない非居住者 総合課税の対象となる国内源泉所得 

５ 恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算(所法 165②) 

恒久的施設帰属所得に係る各種所得の金額は、非居住者の恒久的施設帰属所得について、別段の定

めを除き、居住者に係る所得税の課税標準の計算に関する規定に準じて計算した金額とする。 

⑴ 恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入(所法 165の３) 

非居住者の恒久的施設に係る純資産の額が、恒久的施設に帰せられるべき純資産の額に満たない

場合には、恒久的施設を通じて行う事業に係る負債の利子のうち、その満たない金額に対応する部

分の金額は、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。 

⑵ 配賦経費に関する書類の保存がない場合における配賦経費の必要経費不算入(所法 165の５) 

非居住者の配賦経費につき、その配分の基礎となる書類の保存がない場合には、その書類の保存

がなかった配賦経費については、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、必要経費に算入

しない。 

６ 非居住者に係る外国税額の控除(所法 165の６) 

非居住者が外国所得税を納付することとなる場合には、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額に係

る所得税の額のうち国外所得金額に対応する金額を限度として、その外国所得税の額をその年の所得

税の額から控除する。 

７ 恒久的施設に係る取引に係る文書化(所法 166の２) 

恒久的施設帰属所得を有する非居住者は、当該非居住者が他の者との間で行った取引で当該取引

から生ずる所得が当該非居住者の恒久的施設に帰せられるものに係る明細を記載した書類及び非居

住者の事業場等と恒久的施設との間の内部取引に係る明細を記載した書類を作成しなければならな

い。 

８ 租税回避の防止(所法 168の２) 

非居住者の行為又は計算で、これを容認した場合には所得税の負担を不当に減少させる結果となる

と認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、

恒久的施設帰属所得に係る所得に対する所得税の課税標準、税額等を計算することができる。 

《適用関係》 これらの改正(上記８を除きます。)は、平成 29 年分以後の所得税について適用され、上

記８の改正は、非居住者が平成 29 年１月１日以後に行う行為又は計算について適用されま

す(平成 26年度改正法附則 10～15)。 

 

Ⅲ 平成 24年度の改正事項のうち、平成 27年分の所得税から適用される主なもの 

国外財産調書の提出制度(国外送金法５等)について、国外財産調書の不提出・虚偽記載に対する罰則

(１年以下の懲役又は 50万円以下の罰金)が設けられました。ただし、国外財産調書の提出期限内の不

提出に対しては、情状により、その刑を免除することができることとされています(国外送金法 10)。 

《適用関係》 この改正は、平成 27年１月１日以後の違反行為について適用されます(平成 24年度改正

法附則１九、79)。 
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Ⅳ 平成 25年度の改正事項のうち、平成 27年分の所得税から適用される主なもの 

１ 所得税の税率(所法89)について、次のとおり改正が行われました(所法89①)。 
 

改正前  改正後 

課税される所得金額 税率  課税される所得金額 税率 

195万円以下の金額 ５％  195万円以下の金額 ５％ 

330万円以下の金額 10％  330万円以下の金額 10％ 

695万円以下の金額 20％  695万円以下の金額 20％ 

900万円以下の金額 23％  900万円以下の金額 23％ 

1,800万円以下の金額 33％  1,800万円以下の金額 33％ 

1,800万円超の金額 40％  4,000万円以下の金額 40％ 

― －  4,000万円超の金額 45％ 
 
《適用関係》 この改正は、平成27年分以後の所得税について適用されます(平成25年度改正法附則５)。 

２ 上記１の改正に伴い、給与所得の源泉徴収税額表(月額表及び日額表)及び賞与に対する源泉徴収税

額の算出率の表(所法別表第２～別表第４)が改正されました。 

《適用関係》 この改正は、平成 27年１月１日以後に支払うべき給与等について適用されます(平成 25

年度改正法附則７)。 

 

Ⅴ 平成 26年度の改正事項のうち、平成 27年分の所得税から適用される主なもの 

１ 公的年金等に係る確定申告不要制度(所法 121)について、源泉徴収の対象とならない公的年金等の

支給を受ける者はこの制度を適用できないこととされました(所法 121③)。 
《適用関係》 この改正は、平成 27年分以後の所得税について適用されます(平成 26年度改正法附

則８)。 

２ 試験研究を行った場合の所得税額の特別控除(措法 10)について改正が行われ、試験研究費の増加額

に係る税額控除又は平均売上金額の 100 分の 10 相当額を超える試験研究費に係る税額控除を選択適

用できる制度について、適用期限を平成 29 年まで３年延長し、試験研究費の増加額に係る税額控除

を青色申告書を提出する個人の増加試験研究費の額が比較試験研究費の額の100分の５相当額を超え、

かつ、試験研究費の額が基準試験研究費の額を超える場合には、増加試験研究費の額に 100分の 30(増

加試験研究費割合が 100分の 30未満の場合には、増加試験研究費割合)を乗じて計算した金額の税額

控除ができる制度に改組されました(措法 10④)。 

《適用関係》 この改正は、平成 27年分以後の所得税について適用されます(平成 26年度改正法附

則 50)。 

３ 所得税の額から控除される特別控除額の特例(措法 10 の６)について、その年分の総所得金額に係

る所得税額から控除できる税額控除可能額の合計額がその年分の事業所得の金額に係る所得税額の100

分の 90相当額に引き下げられました(措法 10の６①)。 

《適用関係》 この改正は、平成 27年分以後の所得税について適用されます(平成 26年度改正法附

則 52)。 

４ 障害者を雇用する場合の機械等の割増償却(措法 13)について、対象資産から構築物及び車両運搬具

が除外された上で、その適用期限が平成 28年３月 31日まで２年延長されました(措法 13①)。 

《適用関係》 この改正は、平成 27年分以後の所得税について適用されます(平成 26年度改正法附

則 53⑥)。 


